
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自己申告（証明）制度に基づくメガ EPA原産地規則への対応は万全ですか？ 

我が国政府が近年締結したメガ EPA（CPTPP、日 EU･EPA 及び RCEP）の原産地規則で

は、輸出者、生産者又は輸入者による自己申告制度が採用されています。 

そのため、輸出入者･生産者の皆様は、これまでの輸出国発給当局に依拠した第三者証明制

度とは異なり、自ら原産地規則を正確に理解し、適正な申告証明を行うことが求められます。 

また、輸入産品の原産性に疑義がある場合には、輸入国税関からの直接的又は間接的な書

面･訪問による検証制度が採用されていることから、原産性の疎明に対する準備も必要です。 

「基礎編」では、EPA原産地規則の基礎となる原産性判断基準の３つの原則である完全生産

品、原産材料のみから生産された産品、品目別規則を満たす産品（関税分類変更基準、付加価

値基準及び加工工程基準）を中心に３日間通してのご受講で原産地規則の基礎をマスターして

いただくことを目的としております。 

「応用編」では、実務者に対しメガ EPA原産地規則の詳細な解説を行うとともに事例研究を

通じて原産地規則に対する理解を深めていただきます。 

 

《開催日》 

【基礎編】2026年 1月 16日(金)、1月 23日(金)、1月 30日(金) 

https://www.kanzei.or.jp/seminar/semi_origin/roo_megaepabasiconline/ 

【応用編】2026年 2月 6日(金)、2月 10日(火)、2月 12日(木)   

https://www.kanzei.or.jp/seminar/semi_origin/roo_megaepa1/ 

 

※各日ともに 13時 30分～16時 30分 

※基礎編、応用編とも開催日ごとに講義内容が異なります。 
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《講義内容（基礎編）》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※本研修では、講義テキストとして、『基礎から学ぶ原産地規則』（日本関税協会発行 3,300 円(税込)）

を使用いたします。各自ご用意ください。なお、お申込いただきました方には個別にメールにてご連絡い

たします。〈注文フォームはこちら〉 

※補助教材として使用するスライド資料は、招待状をお送りする際にご案内いたします。 

 

《セミナー申込フォーム》 

セミナー申込みフォームでの、講座の選択方法はこちらをご覧ください。 

 

https://www.kanzei.or.jp/book/book_practices/
https://ws.formzu.net/dist/S37638629/
https://www.kanzei.or.jp/seminar/semi_origin/roo_megaepabasiconline/
https://www.kanzei.or.jp/wp-content/uploads/2025/04/seminarweb_choice.pdf

